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宮の森病院 
副院長 木山 

 
 

  余寒厳しき折ではございますが、いかがお過ごしでしょうか。 

さっぽろ雪まつりをはじめ、北海道は冬の祭りで賑わう季節と

なりました。その一方、札幌ではインフルエンザが流行してお

ります。 

 日々の暮らしのなかでうがい・手洗いの徹底や、体調のすぐ

れない時は十分な休養を取るなど、感染予防策の習慣化をお願

い致します。また、皆様が安心してお過ごしいただけるよう、

職員一同感染対策に努めてまいります。 

 立春を迎えたとはいえまだ寒さが厳しい折、何卒お身体には

気を付けご自愛ください。 

 

○日常生活用品費（入院雑費）関係全て 
○理容料 
○診断書料等（文書作成料） 
  

  
  

令和５年１月１日～令和５年１２月３１日までに、自分自身や家族のため
に支払った医療費が10万円（総所得金額等が200万円未満の人は総所得金
額等の5％）を超えた場合、確定申告をすると、所得控除を受けることが
できる制度です。（所得税を納めていることが前提） 

 控除の対象となるもの  控除の対象とならないもの 

○入院費用 
・介護報酬一部負担金 
・医療費一部負担金 

○食事代 
○居住費 
○おむつ代 

○他の病院を受診した場合の医療費 
（当院以外の病院を受診した際の 
領収書が必要となります） 

  
  

【おむつ代】 

当法人では「宮の森病院（2～5病棟）」 

ご入院の方が対象です。 

「おむつ使用証明書」が必要な方は、病院受付窓口までお知らせください。 
 作成に数日お時間を頂戴致します。  証明書発行料：１,１００円 
（発行料は入院費と一緒にご請求させていただきます） 

※ 介護療養型老人保健施設 宮の森 
 （１、６病棟）にご入所の方は 
  おむつ代は入所費に含まれており、 

 別途に請求しておりません。 

●介護療養型老人保健施設 宮の森（1、6病棟）の方 の請求書 ↓ 

●宮の森病院 
（2～5病棟）の方 
の請求書 ↓ 

  

  

    の金額 

(負担額・食費・

居住費)が控除の

対象となります 

    の金額(診

療費計・食事一部

負担金・居住費・

ｵﾑﾂ介護料計)が控

除の対象となりま

す 

 
令和5年1月分   発効日  令和5年2月28日 

  

お問い合わせ先：011-611-2211（代表）  担当：企調部 和田 



１月行事のご報告 

 

１月行事のご報告 



 

3月の行事予定 

 

午前ドライブ          午後ドライブ 
 出発 10：30 到着 11：20   出発 13：30 到着 14：20 

綺麗な景色を見て楽しい時間をお過ごし下さい。気分転換に是非どうぞ。 

3月バスドライブ予定 
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雪解けの始まった大通公園付
近をドライブします。 

札幌だけではなく全国から人が
集まる北海道の中心部を巡りま
す。 

大通公園 
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http://www.illust-box.jp/sozai/52331/


 

 
 

 
 

  

お問い合わせ先：011-611-2211（代表） 
〒064-0958 札幌市中央区宮の森1237番地1 

医療法人 社団恵和会 医療法人 社団恵和会 
宮の森病院 
介護療養型老人保健施設 宮の森 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

① 食べ物等をお持ち込みになられた際は、師長もしくは近くにいる 
  看護師にお申し出下さい。 

 
① お持ち込みの中で飴玉・キャラメル等は、喉や気管に障害の危険が

考えられます。お持ち込みの内容につきましては十分ご配慮下さい。 
 

② 当日お持ち込みされた食べ物等は、冷蔵庫に入れずお持ち帰り下さ
いますよう、伏してお願い申し上げます。 

いつもLINE通話をご利用下さり誠にありがとうご

ざいます。 

当施設では面会が再開しておりますが、ご家族様や

ご友人の皆様とのお時間を少しでも多く楽しんでい

ただきたく今後もLINE通話を引き続き実施いたし

ます。 

利用時間 ： 

   ☎ ご予約方法 
ご希望される場合は    ℡ 011-611-2211 総務部宛に 

お電話で希望日時をお伝えください。 

まだご利用の無いご家族様におかれましても、お気軽にご相談くださいませ。 

通話 

※通話時間 15分以内 13：00～15：00 

食べ物等のお持ち込みについて 

何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

（平日のみ） 
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